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中
彦
七
・
中
谷
玄
共
街
・
商
村
千
助
泌
盟
か
ら
本
保
十
一
一
年
十
二
局
寂
し
た
。
組
織
の
箸
に
大
智
偶
額
一
一
る
。
若
し
改
作
奉
行
・
御
郁
容
行
・
町
奉
行
・
寺
祉
事

太
夫
以
守
・
富
井
柳
之
助
安
泰
・
お
黒
醸
右
衛
門
信
尚
一
審
・
泡
偏
一
容
が
あ
っ
て
世
に
行
は
れ
る
。
組
織
紙
一
行
等
の
決
し
錘
き
と
き
は
、
公
事
場
奉
行
の
指
揮
を

を
経
て
、
・
弘
く
滞
内
に
鏡
充
し
た
も
の
で
、
有
様
流
一
陀
寺
附
匙
の
太
白
山
・
飛
穂
岸
・
高
周
池
・
鉢
顕
峰
・
虎
一
受
け
、
若
し
く
は
公
事
場
奉
行
の
裁
断
に
委
す
る
。

と
縛
し
た
町
見
術
と
は
、
そ
の
震
建
の
径
路
を
異
に
.
一
狼
山
・
白
布
・
操
・
偲
裳
峰
・
筑
門
橋
・
周
影
棒
・
雲
関
山
一
公
事
場
奉
行
判
決
を
終
っ
た
時
は
、
案
を
具
し
て
務

ず

る

。

一

の

十

勝

を

選

ん

だ

が

、

惜

し

む

ら

く

は

そ

の

締

今

停

一

侯

の

決

裁

を

仰

ぎ

、

韓

易

な

る

は

年

寄

中

文

は

奉

行

ソ
ク
リ
ヨ
ウ
ザ
ツ
シ
ユ
ウ
測
量
雑
集
三
加
。
一
は
ら
ぬ
。
叉
鳳
山
山
鹿
七
絡
が
あ
っ
て
、
偏
須
の
申
一
の
協
議
に
よ
っ
て
決
定
し
た
。
士
人
に
在
つ
て
は
、

文
久
二
年
石
川
端
徳
用
村
長
問
照
二
郎
の
若
で
、
測
一
に
載
せ
て
あ
る
が
、
そ
の
岡
山
と
い
ふ
も
の
は
、
加
一
土
地
が
務
有
で
あ
る
録
、
不
動
産
の
賀
貿
を
な
し
得

識
の
法
を
記
し
た
も
の
。
務
の
御
録
用
揚
で
は
、
之
一
賀
の
鳳
胤
山
紙
陀
寺
か
肥
後
の
臥
儀
山
理
槌
寺
か
明
一
な
い
。
貸
借
入
事
に
闘
す
る
事
識
の
如
き
は
、
組
頭

を

潟

し

て

領

内

の

縄

張

人

に

下

附

し

た

。

一

ら

か

で

な

い

。

一

の

翻

停

制

戒

で

終

っ

た

の

で

あ

ら

う

と

思

は

れ

る

。

ソ
夕
日
ヨ
ウ
ズ
セ
キ
測
量
国
籍
十
二
加
0
.石
一
ソ
コ
ノ
ハ
ナ
そ
乙
の
花
二
加
。
金
棒
の
俳
人
一
ソ
ジ
ヨ
ウ
楚
融
市

J
カ
ネ
コ
ソ
ジ
ヨ
ウ
金
子

黒
信
闘
が
加
越
能
三
州
の
測
地
に
常
り
、
各
村
々
を
一
誠
子
と
支
考
と
の
共
編
。
元
総
十
回
無
京
弁
筒
屋
庄
一
楚
常
。

部
分
的
に
測
地
し
た
側
で
、
文
政
二
年
滞
の
内
命
を
一
兵
衛
板
。
誠
子
は
元
秘
辛
巳
夏
長
絡
の
野
事
に
遊
び
.
一
ソ
ジ
ヨ
ウ
タ
ム
ケ
グ
サ
楚
常
手
向
車
石
川
郡

受
け
て
着
手
し
、
十
七
年
を
綬
た
る
後
天
保
六
年
に
一
偶
浪
化
及
び
支
考
と
曾
し
て
、
即
興
の
歌
仙
を
興
行
一
鶴
来
の
俳
人
金
子
楚
常
が
、
貞
享
五
年
七
周
二
日
に

成
っ
た
も
の
で
あ
る
0

・
一
し
た
。
そ
れ
を
巻
頭
に
置
き
、
蕪
門
諸
士
の
渡
句
、
一
夜
し
、
そ
の
遁
悼
の
句
を
集
め
た
も
の
で
、
北
枝
が

ソ
ケ
イ
組
渓

4
り
ユ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ソ
ケ
イ
龍
一
附
合
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
o
そ
の
下
容
に
は
、
支
一
議
夫
軒
の
鋭
を
以
て
之
に
放
し
て
ゐ
る
o
本
容
は
元

松

組

演

。

一

考

の

悼

風

凶

の

文

、

浪

化

の

翁

尿

の

記

な

ど

も

紘

せ

一

来

題

簸

の

な

い

も

の

で

あ

っ

た

が

、

そ

の

敏

文

に

ソ
ケ
イ
ダ
イ
チ
組
飽
大
智
間
制
宗
の
例
。
肥
一
ら
れ
る
。
序
は
賂
瓜
子
。
一
『
手
向
車
と
は
な
し
侍
る
ら
し
』
と
あ
っ
た
の
で
、

後
宇
土
郡
長
崎
村
の
人
。
幼
名
高
十
。
組
織
又
は
索
、
一
ソ
ジ
ヤ
ク
楚
雀

J
ス
ミ
ヨ
ジ
ヤ
ソ
ジ
ヤ
ク
一
近
時
楚
常
手
向
草
と
務
し
て
ゐ
る
。

設
と
践
し
た
。
初
め
出
遊
し
て
加
賀
に
来
り
、
大
来
一
住
吉
屋
楚
雀
o

f

一
ソ
シ
ン
組
心
名
は
古
那
。
突
は
征
斡
の
役
に

寺
の
築
山
紹
時
に
溺
し
て
許
可
を
党
け
た
。
正
和
三
一
ソ
シ
ュ
ン
組
俊

J
ホ
ウ
ジ
ユ
ウ
ソ
Y

ユ
y

一
戦
死
し
た
勢
州
田
丸
城
主
牧
村
兵
部
大
輔
利
点
。
前

年

廿

五

銭

で

搬

に

航

し

、

元

に

在

る

こ

と

十

一

年

。

一

芳

充

組

俊

。

一

mm利
長
の
養
女
と
な
り
、
前
回
封
馬
直
知
に
嫁
し
、

巴
に
し
て
蹄
ら
ん
と
す
る
や
、
英
宗
詔
し
て
本
凶
の
一
ソ
シ
ョ
ウ
組
生
J
カ

y
カ
イ
ソ
ジ
ヨ
ウ
館
一
粧
悶
蕊
百
石
を
奥
へ
ら
れ
た
。
後
封
馬
直
正
・
熊
助

舶

に

鴛

せ

し

め

た

が

、

忽

ち

暴

風

に

遭

う

て

高

踏

に

一

関

組

生

。

一

某

・

志

陣

直

成

の

三

男

を

生

ん

だ

が

、

次

い

で

そ

の

滋
着
し
た
。
組
織
凶
っ
て
備
を
以
て
憐
を
帝
に
締
ひ
、
一
ソ
シ
ョ
ウ
訴
訟
務
政
時
代
の
民
事
訴
訟
は
、
一
姑
と
鰭
は
ざ
る
を
以
て
、
離
婚
し
て
町
野
長
門
守
苦

情
は
舟
を
鱗
し
て
逸
ら
し
め
た
の
で
、
正
申
元
年
一
常
務
者
若
し
却
方
の
賎
民
な
る
時
は
、
先
づ
時
住
地
一
知
(
一
作
幸
和
〉
に
碍
織
し
、
寛
永
十
九
年
徳
川
家
光

加
賀
の
宮
腰
津
に
着
し
た
。
是
に
於
い
て
永
治
寺
に
一
の
組
合
踊
・
肝
煎
と
識
り
、
之
を
十
村
に
訴
へ
て
そ
一
の
御
局
役
に
召
出
さ
れ
、
組
心
と
践
し
、
正
保
三
年

奈
っ
て
築
山
を
省
し
、
そ
の
命
を
受
け
て
明
賂
索
、
哲
一
の
裁
断
を
栄
け
る
が
、
十
村
の
裁
決
す
る
能
は
ざ
る
一
江
戸
牛
込
に
地
を
得
て
梼
訟
寺
を
建
て
、
延
賢
三
年

を
轄
し
、
師
資
の
穂
を
執
っ
た
。
次
い
で
加
賀
河
内
一
か
、
叉
は
そ
の
裁
措
に
不
服
な
る
場
合
に
は
、
訴
紙
二
二
周
十
一
日
入
十
八
歳
に
て
夜
し
た
。
砲
心
粗
和
漢

庄
菅
野
に
関
隠
し
、
笛
樫
昌
家
の
叙
火
定
照
時
士
の
一
を
十
村
相
談
所
に
提
出
し
、
向
不
服
な
る
時
は
御
郡
一
の
壊
に
渇
じ
、
文
部
富
踏
を
以
て
時
人
に
縛
せ
ら
れ

館
に
就
き
て
一
寺
を
聞
き
、
務
し
て
紙
陀
寺
と
い
一
奉
行
又
は
改
作
奉
行
に
控
訴
し
た
。
岡
地
に
関
す
る
一
た
。

ひ
、
師
子
山
又
は
鴎
凪
山
と
慨
し
た
。
後
肥
後
に
鴎
一
一
切
は
改
作
奉
行
に
、
そ
の
他
は
御
郡
奉
行
の
管
椴
一

y
シ
ン
繁
心
索
、
心
尼
は
腕
居
を
弱
鵡
庵
と
い

り
、
菊
池
郡
斑
蛇
口
村
に
鳳
儀
山
型
施
寺
を
創
め
て
一
で
あ
る
。
常
時
者
若
し
町
人
な
る
時
は
、
町
年
寄
・
町
一
ひ
、
金
・
搾
に
住
し
た
俳
人
。
事
保
十
七
年
弱
鵡
稽
遊

底
り
、
叉
肥
前
一
両
来
都
の
水
用
施
に
移
。
、

E.平
廿
一
奉
行
等
の
鋭
断
を
何
ぎ
、
寺
祉
は
寺
祉
事
行
に
訴
ヘ
一
飽
を
作
っ
た
。
袈
林
集
に
『
加
賀
の
議
心
尼
が
我
が

ソ
ク
l

ソ
ソ

袈
林
を
閑
来
り
し
に
』
と
も
見
え
る
。
一
一
蹴
に
禦
仙

女
の
後
の
稿
か
と
も
い
は
れ
る
。

ソ
ス
ウ
繋
出
掛

J
ム
ロ
ソ
ス
ウ
無
漏
議
崇
。

ソ
セ
イ
シ
但
酉
志
二
加
。
河
合
奥
地
着
。
文

化
十
四
年
河
合
良
摘
が
、
そ
の
宇
一
村
井
氏
の
命
を
奉

じ
て
、
京
都
・
大
坂
か
ら
美
磁
・
尾
根
・
伊
勢
を
経
て

金
棒
に
踊
っ
た
紀
行
で
、
漢
文
を
以
て
記
L
、
自
作

の
持
を
多
く
級
せ
て
あ
る
。
書
峨
に
金
城
域
側
老
人

箸
と
し
て
ゐ
る
。

ソ
セ
ン
エ
ウ
ド
ウ
組
染
易
道
石
川
郡
官
制
宗

大
莱
寺
五
十
三
代
の
住
持
。
術
後
の
入
、
久
坂
氏
。

十
三
畿
の
時
、
安
塾
長
光
寺
不
染
に
受
業
し
、
事
和

二
年
肥
前
天
祐
寺
に
首
衆
と
な
b
、
文
化
二
年
安
聾

凶
器
寺
貧
弱
に
嗣
法
し
、
三
年
民
烏
養
徳
院
に
鵡
築
、

五
年
永
平
寺
に
勅
住
L
、
九
年
同
凶
正
縞
寺
文
政
三

年
間
附
勝
沼
寺
、
十
年
周
防
寝
袋
寺
に
締
じ
た
。
天

保
六
年
大
来
寺
に
入
り
開
蛍
説
法
、
十
二
年
九
周
病

に
よ
っ
て
退
院
、
護
州
民
光
寺
百
川
長
老
の
許
に
休

隠
し
、
弘
化
元
年
叩
辰
十
周
三
日
寂
し
た
。

ソ
ソ
キ
曾
々
木
関
京
都
雨
時
凶
・
商
時
同
の

入
曾
小
字
。
能
管
誌
に
、
『
曾
々
木
は
時
附
の
故
村
に

て
、
町
野
川
の
演
の
東
に
て
、
公
領
私
領
入
交
h
v

商

家
杯
あ
り
。
昔
は
此
腕
へ
近
里
夜
紳
二
十
一
祉
の
跡

典
、
侍
蹴
六
周
晦
日
御
幸
有
て
、
御
宿
座
御
蔵
の
跡

事
あ
り
。
般
に
此
遊
を
晦
日
村
と
呼
ぺ

b
o
今
骨
々

木
と
い
ふ
も
識
に
て
、
も
と
は
み
そ
き
と
い
へ
り
と

ぞ
。
今
も
時
闘
の
入
幡
宮
は
、
二
十
一
日
年
目
三
周
二

十
一
日
の
祭
日
に
此
所
へ
紳
幸
あ
り
。
』
と
記
す
る
。

こ
の
附
近
、
町
野
川
口
か
ら
東
北
珠
洲
郡
界
に
歪
る

約
二
粁
の
聞
は
流
紋
岩
よ
り
成
り
、
お
蝕
と
隆
起
と

に
よ
っ
て
、
水
門
屋
・
窓
尚
一
?
扇
守
穴
・
蒋
岐
の
険
・
垂

水
漉
等
の
奇
景
を
現
出
す
る
。
昭
和
十
六
年
六
月
名

勝
及
び
天
然
記
念
物
と
し
て
指
定
せ
ら
れ
た
。

四
八
三


